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岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所） 

交付申請マニュアル 
 

令和２年７月１０日 

支援金の概要                              

１．趣旨 

新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県

民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している理容師法また

は美容師法に基づき開設した理容所、美容所に対して、岐阜県が実践をお願いする徹底した

感染防止対策に必要な経費として、「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援

金（理美容所）」（以下「支援金」という。）を交付いたします。 

 

２．交付額 

 １事業所あたり定額１０万円 

※理容師法に基づく理容所及び美容師法に基づく美容所を同一の場所で開設し、専用の作

業場を共用しているとき（重複開設）は、これらの理容所及び美容所は一つの事業所と

みなします。 

 

交付対象                                

 本支援金の交付対象者は、次の全ての要件を満たす事業者とします。 

１．令和２年７月９日以前に、岐阜県内で理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条

第１項の規定による理容所の開設の届出を行っている者（岐阜県理容師法施行条例（平成

１２年岐阜県条例第５号）第５条第１項又は岐阜市理容師法施行条例（平成２１年岐阜市

条例第４８号）第２条第１項の規定による出張理容の届出のみを行っている者を除く。）又

は美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１１条第１項の規定による美容所の開設の届

出を行っている者（岐阜県美容師法施行条例（平成１２年岐阜県条例第６号）第５条第１

項又は岐阜市美容師法施行条例（平成２１年岐阜市条例第４９号）第２条第１項の規定に

よる出張美容の届出のみを行っている者を除く。）であること。 

２．令和２年７月９日時点で、開設の届出に記載した場所で営業を行っており、かつ、同日

後も営業を継続する意思があること。 

３．コロナ社会を生き抜く行動指針（令和２年５月１５日岐阜県新型コロナウイルス感染症

対策本部策定）に沿った感染防止対策を実施していること。 

４．申請事業者又はその代表者、役員その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条第２号に規定する暴力

団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当し

ないこと。 

また、上記の暴力団又は暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 
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申請手続き等                                

１．本支援金に関する問い合わせ先 

新型コロナウイルス感染防止対策事業支援金に関する相談窓口 

電話番号：０５８－２７２－８１２７ 

０５８－２７２－８１２８ 

受付時間：８時３０分～１７時１５分（月曜日から金曜日の平日のみ） 

 

２．申請必要書類 ※以下すべての書類の提出が必要となります。 

① 申請書（別記様式１）【原本】 

※振込先の口座は依頼人ご本人の口座に限ります。（法人の場合は当該法人の口座に限 

ります。） 

② 誓約書（別紙１）【原本】 

※誓約書の最下部にある申請者住所、申請者氏名欄は、必ず自署・押印（申請書（別記 

様式１に使用した印鑑と同一のもの））してください。 

③ 本人確認書類【写し】 

〇個人事業主：運転免許書（表・裏）、パスポート（顔写真のページと所持人欄（現 

住所記載）のページ）、保険証（表・裏）等 ※いずれか１種類 

〇法   人：発行日から６ヶ月以内の登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

④ 振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義（カナ）がはっきり

と確認できる通帳ページ（通帳１ページ目見開き）【写し】 

    ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳の画面画像 

を提出してください。 

 

３．申請受付期限 

令和２年８月２０日（木）消印有効 

※申請書が届き次第、下記申請方法にてご提出ください。 

 

４．申請方法 

（１）申請書類の提出 

  申請書および必要書類一式を下記宛先まで必ず「郵送」してください。 

  県から送付した申請書類一式の中に同封してある返送用封筒をご使用ください。 

  なお、３密を避けるため、持参による申請は原則受け付けません。 

申請期限を過ぎて提出があった申請はお受け致しかねますので、書類一式は返送させて 

いただきます。 

 

 

 

 

＜申請書類の送付先＞ 

 〒５００－８５７０ 

岐阜県庁 岐阜県新型コロナウイルス感染防止対策支援金受付係 宛 

  ※同封の返信用封筒をご使用ください。 
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（２）申請に必要な書類の入手方法 

  制度のご案内や申請書は、令和２年７月９日時点で保健所に開設の届出をされている理

容所、美容所の所在地へ郵送しています。 

  また、次の方法でも申請に必要な書類やＱ＆Ａの入手、閲覧ができます。 

  ・岐阜県庁公式ホームページ 

（くらし・防災・環境 → 動物・ペット・生活衛生 → 生活衛生  

→ 環境営業の手続きについて  

   → 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）） 

  ・各保健所 

 

５．交付の決定 

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは支援金を交付します。

審査完了次第、順次支援金を交付いたしますが、申請書類に不備がある場合や、確認事項ま

たは修正の必要がある場合は、交付の決定（支援金の交付）にお時間いただくことがありま

す。 

 

６．通知等 

 申請書類の審査の結果は後日「交付決定通知」または「不交付決定通知」を郵送します。 

 

その他                                   

１．申請前に、今一度、本交付申請マニュアルとＱ＆Ａの記載内容や注意事項を確認くださ

い。添付書類の不足、不備がある場合は、迅速な審査ができません。 

２．本支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援

金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返金するとともに、支援金

の受領日から返還の日までの日数に応じた加算金（支援金の額１０万円に年率１０．９５％

の割合で計算した額）を支払うことになります。 

３．申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の交付を受けた事業者名

等の情報を公表することがあります。 

４．ご提出いただいた申請書類一式は返却しませんので、申請書・誓約書以外の添付書類は

写しの送付をお願いします。 

５．審査の過程で、追加で書類の提出等の依頼することがあります。期日までに提出等が行

われない場合は、不交付として取り扱います。 

６．既に廃業されている場合は、県が定める様式「廃止届」を管轄の保健所に提出してくだ

さい。なお、廃止をしている事業所は交付対象外となりますので、申請書の上部余白に赤

字で「廃止」と記入の上、同封の返信用封筒で申請書等の書類一式を返送ください。 

※岐阜県ホームページ（くらし・防災・環境 → 動物・ペット・生活衛生  

 → 生活衛生 → 環境営業の手続きについて → 理容業・美容業の手続きについて） 

https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-

eisei/11222/index_5744.html#%E7%90%86%E7%BE%8E%E5%AE%B9  
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別記様式１（第５条関係） 
 

  年  月  日 
 

 岐阜県知事  様 
 

岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）交付申請書 
 

 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）交付要綱第５

条の規定により、下記のとおり支援金１０万円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

【申請者】 ※住所や氏名等は、保健所への届出内容を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 者

の 種 別 

(いず

れかに

記入) 

□個人 

事業主 

住  所 

〒    －      

 

フリガナ 
 

電話番号 

 

氏  名 印 

 

 

 

 

 

 

□法人 

所在地 

〒    －      

 

フリガナ  

印 
名  称  

代表者職名 

 フリガナ  

代表者氏名  

担当者所属 

 

 

（TEL                 ） 

フリガナ  

担当者氏名 
 

 
【感染防止対策を実施した理美容所】※名称及び所在地は、保健所への届出内容を記入してください。 

種別 名  称 所在地 電話番号 

理・美    

※「種別」は、該当する方に○を付けてください。ただし、理容所及び美容所を同一の場所で開設してお

り、専用の作業場を共用している場合（重複開設）は、両方に○を付けてください。 

●岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たしている事業者で
す。 
 ア 令和２年７月９日以前に、岐阜県内で理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条第１項の規定による理容所の開設の届出を行

っている者（岐阜県理容師法施行条例（平成１２年岐阜県条例第５号）第５条第１項又は岐阜市理容師法施行条例（平成２１年岐阜市
条例第４８号）第２条第１項の規定による出張理容の届出のみを行っている者を除く。）又は美容師法（昭和３２年法律第１６３号）
第１１条第１項の規定による美容所の開設の届出を行っている者（岐阜県美容師法施行条例（平成１２年岐阜県条例第６号）第５条第
１項又は岐阜市美容師法施行条例（平成２１年岐阜市条例第４９号）第２条第１項の規定による出張美容の届出のみを行っている者を
除く。）であること。 

 イ 令和２年７月９日時点で、アの届出に係る開設の場所で営業を行っており、かつ、同日後も営業を継続する意思があること。 
 ウ コロナ社会を生き抜く行動指針（令和２年５月１５日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定）に沿った感染防止対策を実施

していること。 
 エ 申請事業者又はその代表者、役員その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。）第２条第２号に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当
しないこと。また、上記の暴力団又は暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 
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【振込先口座】 ※申請者と同一名義の口座を記入してください。 

振込口座 

金融機関名 支店名 

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

出張所 

本所・支所 

金融機関コード 
    

←銀行コード 

 

 

 

 

 

 ←支店コード 

預金種別 

普通 ・ 当座  

納税準備 ・ 貯蓄 

 

←該当する預金種別に○を付けて

ください。 

 

口座番号（右詰め） 

 

       
 

←７桁の番号で記入ください。 

 

口座名義人（フリガナ） 
 
 
30 字を超える場合、30 字まで記入
してください。 

 

 

              

 

 

              

口座名義人（漢字） 

 

 

※ゆうちょ銀行を記載する場合は、「振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号（通帳見開き下部

に記載の７桁の番号）」を記入してください。 

 

 

○ 添付書類 

  ・誓約書（別紙１）【原本】 

  ・本人確認書類【写し】 

個人事業主：次の書類のうちいずれか１点 

運転免許証（表・裏）、パスポート（顔写真のページと所持人欄

（現住所記載）のページ）、保険証（表・裏）等 

法 人  ：発行日から６ヶ月以内の登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

・振込口座の通帳等【写し】 

金融機関、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かるもの



6 

 

別紙１ 
 

  年  月  日 
 

岐阜県知事 様 
 

誓 約 書 
 
 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）に関して、次の
とおり誓約します。 
 
○ 令和２年７月９日時点で、開設の届出書に記載した開設の場所で理容所又は美容所の

営業を行っており、かつ、同日後も営業を継続して実施します。 
 
○ 「コロナ社会を生き抜く行動指針」に従い、下記に例示する感染防止対策を今後も徹

底して行います。 
 ・感染防止対策の実施に責任を持つ「対策実施責任者」の選任 
 ・発症時における迅速な利用者の追跡のため、あらかじめ連絡先の把握 

・利用者同士の間隔確保（できるだけ２ｍ。最低１ｍ）、会計時等の行列の間隔確保 
・予約制の導入等による入場人数のコントロールや入場時の健康確認 
・施設内の定期的な換気 
・従業員のマスク着用及び利用者へのマスク着用の呼びかけ 
・キャッシュレス決済の積極的導入 
・入口及び施設内に手指消毒設備を設置し、従業員及び利用者の手指消毒を徹底 
・ペーパータオルの設置（トイレ等での共用タオル・ハンドドライヤーの禁止） 
・複数の従業員や利用者が共有する物品や多数の人が触れる箇所の重点的な消毒 
・ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミは、しっかりと密閉して廃棄 
・トイレの蓋を閉めて汚物を流すことの周知徹底 
・従業員の健康チェックをし、体調不良（家族を含む。）の場合は、必ず休養 
・従業員の制服や衣類は、毎日洗濯ないし交換 
・従業員の日頃の行動制限(３密などのリスクがある場所への移動を控える等)を徹底 
・利用者への呼びかけ 
・待合室での利用者間の距離の確保 
 
 
 
 

 
○ 虚偽が判明した場合は、支援金の返還等に応じるとともに、加算金の支払に応じま

す。 
 
○ 岐阜県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。 
 
○ 申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の交付を受けた事業者

名、対象施設などの情報が公表されることに同意します。 
 
○ 申請事業者又はその代表者、役員その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条第２号に規定する
暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても
該当しません。また、上記の暴力団又は暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画し
ていません。 

 
 

          申 請 者 住 所 

          申 請 者 氏 名 

          法人にあっては名称 

          及び代表者職・氏名                 印  

※本誓約書を提出いただいた方には、「新型コロナウイルス対策実施店舗向けス 
テッカー」を配布します。二重配布を避けるため、既にステッカーの申込み  □ 
又は配布を受けている方は、□に✓を入れてください。 
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別記様式１（第５条関係） 
 

  令和２年 ７月２７日  
 
 岐阜県知事  様 
 

岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）交付申請書 

 

 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）交付要綱第５

条の規定により、下記のとおり支援金１０万円の交付を申請します。 

 

 

 

 

 

 

【申請者】 ※住所や氏名等は、保健所への届出内容を記入してください。 

 

□個人 

事業主 

住  所 

〒    －      

 

フリガナ 
 

電話番号 

 

氏  名 印 

 

 

 

 

 

 

 

申請 者

の種 別 

(いず

れかに

記入) 

 

 

 

 

 

 

☑法人 

法人住所 

〒 5 0 0 － 8 5 7 0  

岐阜市薮田南２－１－１  

フリガナ カブシキカイシャ △△ 

印 
法人名 株式会社 △△ 

代表者職名 代表取締役 

フリガナ ギフ  タロウ 

代表者氏名 岐阜 太郎 

担当者所属 
総務部 

（TEL  058-272-1111 ） 

フリガナ ギフ  ハナコ 

担当者氏名 岐阜 花子 

 

【感染防止対策を実施した理美容所】※名称及び所在地は、保健所への届出内容を記入してください。 

種別 名  称 所在地 電話番号 

理・美 ヘアーサロン□□ 大垣市江崎町 422-3 0584-73-1111 

※「種別」は、該当する方に○を付けてください。ただし、理容所及び美容所を同一の場所で開設して

おり、専用の作業場を共用している場合（重複開設）は、両方に○を付けてください。 

●岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たしている事業
者です。 
 ア 令和２年７月９日以前に、岐阜県内で理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条第１項の規定による理容所の開設の届出

を行っている者（岐阜県理容師法施行条例（平成１２年岐阜県条例第５号）第５条第１項又は岐阜市理容師法施行条例（平成２１
年岐阜市条例第４８号）第２条第１項の規定による出張理容の届出のみを行っている者を除く。）又は美容師法（昭和３２年法律第
１６３号）第１１条第１項の規定による美容所の開設の届出を行っている者（岐阜県美容師法施行条例（平成１２年岐阜県条例第
６号）第５条第１項又は岐阜市美容師法施行条例（平成２１年岐阜市条例第４９号）第２条第１項の規定による出張美容の届出の
みを行っている者を除く。）であること。 

 イ 令和２年７月９日時点で、アの届出に係る開設の場所で営業を行っており、かつ、同日後も営業を継続する意思があること。 
 ウ コロナ社会を生き抜く行動指針（令和２年５月１５日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定）に沿った感染防止対策を

実施していること。 
 エ 申請事業者又はその代表者、役員その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。）第２条第２号に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたって
も該当しないこと。また、上記の暴力団又は暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。 

記入した日付を 
入れてください 

代表者印を押印 

してください 

どちら

かに✓

し、必

要事項

を記入

してく

ださい 

住所や氏名等は、保健所への届出内容

を記入してください 

（記入例） 
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【振込先口座】 ※申請者と同一名義の口座を記入してください。 

振込口座 

金融機関名 支店名 

銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

出張所 

本所・支所 

金融機関コード 1 2 3 4 ←銀行コード 1 0 1 ←支店 コ ー ド 

預金種別 

普通 ・ 当座  

納税準備 ・ 貯蓄 

 

←該当する預金種別に○を付けて

ください。 

 

口座番号（右詰め） 

 

0 1 0 0 0 0 1 

 

←７桁の番号で記入ください。 

 

口座名義人（フリガナ） 
 
 
30 字を超える場合、30 字まで記入
してください。 

カ 

 

） △ △ タ ゛ イ ヒ ョ ウ ト リ シ マ リ 

ヤ 

 

ク キ ゛ フ タ ロ ウ        

口座名義人（漢字） 株式会社 △△  代表取締役  岐阜 太郎 

※ゆうちょ銀行を記載する場合は、「振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号（通帳見開き下部

に記載の７桁の番号）」を記入してください。 

 

 

○ 添付書類 

  ・誓約書（別紙１）【原本】 

  ・本人確認書類【写し】 

個人事業主：次の書類のうちいずれか１点 

運転免許証（表・裏）、パスポート（顔写真のページと所持人欄

（現住所記載）のページ）、保険証（表・裏）等 

法 人  ：発行日から６ヶ月以内の登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

・振込口座の通帳等【写し】 

金融機関、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かるもの

申請者と同一名義の 

口座を記入してください 

◇◇◇ ◇◇◇ 



（記入例） 
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別紙１ 
 

  令和２年 ７月２７日 
 

岐阜県知事 様 
 

誓 約 書 
 
 岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金（理美容所）に関して、次の
とおり誓約します。 
 
○ 令和２年７月９日時点で、開設の届出書に記載した開設の場所で理容所又は美容所の

営業を行っており、かつ、同日後も営業を継続して実施します。 
 
○ 「コロナ社会を生き抜く行動指針」に従い、下記に例示する感染防止対策を今後も徹

底して行います。 
 ・感染防止対策の実施に責任を持つ「対策実施責任者」の選任 
 ・発症時における迅速な利用者の追跡のため、あらかじめ連絡先の把握 

・利用者同士の間隔確保（できるだけ２ｍ。最低１ｍ）、会計時等の行列の間隔確保 
・予約制の導入等による入場人数のコントロールや入場時の健康確認 
・施設内の定期的な換気 
・従業員のマスク着用及び利用者へのマスク着用の呼びかけ 
・キャッシュレス決済の積極的導入 
・入口及び施設内に手指消毒設備を設置し、従業員及び利用者の手指消毒を徹底 
・ペーパータオルの設置（トイレ等での共用タオル・ハンドドライヤーの禁止） 
・複数の従業員や利用者が共有する物品や多数の人が触れる箇所の重点的な消毒 
・ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミは、しっかりと密閉して廃棄 
・トイレの蓋を閉めて汚物を流すことの周知徹底 
・従業員の健康チェックをし、体調不良（家族を含む。）の場合は、必ず休養 
・従業員の制服や衣類は、毎日洗濯ないし交換 
・従業員の日頃の行動制限(３密などのリスクがある場所への移動を控える等)を徹底 
・利用者への呼びかけ 
・待合室での利用者間の距離の確保 
 
 
 
 

 
○ 虚偽が判明した場合は、支援金の返還等に応じるとともに、加算金の支払に応じま

す。 
 
○ 岐阜県から検査・報告・是正のための措置の求めがあった場合は、これに応じます。 
 
○ 申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の交付を受けた事業者

名、対象施設などの情報が公表されることに同意します。 
 
○ 申請事業者又はその代表者、役員その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２条第２号に規定する
暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても
該当しません。また、上記の暴力団又は暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画し
ていません。 

 
 

           申 請 者 住 所   岐阜市薮田南２－１－１ 

           申 請 者 氏 名   株式会社△△ 

           法人にあっては名称    代表取締役 

           及び代表者職・氏名      岐阜 太郎    印  

※本誓約書を提出いただいた方には、「新型コロナウイルス対策実施店舗向けス 
テッカー」を配布します。二重配布を避けるため、既にステッカーの申込み  □ 
又は配布を受けている方は、□に✓を入れてください。 

記入した日付を 
入れてください 

代表者印を押印 

してください 

該当する方は、□に✓を

入れてください 


